
務
す
る
吏
隷
や
そ
の
家
族
が
暮
ら
す
場
所
で
あ
っ
て
、
官
腐
の
需
要
の
た
め
の

手
工
業
者
や
商
人
も
居
住
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
一
商
工
業
都
市
と
は
言
い
難

か
っ
た
。
さ
ら
に
、
隔
地
関
交
易
の
嬢
黙
と
な
る
港
湾
都
市
も
未
護
遼
で
あ

り
、
陸
上
で
の
専
業
的
な
運
迭
業
者
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
商

品
の
流
通
は
主
に
は
地
方
市
場
を
巡
回
す
る
行
喬
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
園
家
に
よ
っ
て
印
造
さ
れ
た
椿
貨
は

ほ
と
ん
ど
流
通
せ
ず
、
現
物
貨
幣
で
あ
る
布
が
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た。
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
前
期
の
商
業
不
振
現
象
に
た
い
し
、
以
前
は
漠
然
と
交
換

経
済
の
未
熟
さ
や
儒
教
的
抑
末
論
に
理
由
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
研

究
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
日
粧
品
闇
構
造
や
経
済
政
策
の
相
濯
に
求
め
よ
う
と
す

る
議
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
朝
鮮
王
朝
に
濁
特
な
一
商
業
論
で
あ

る
「
利
権
在
上
」
論
に
手
が
か
り
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
図
王
の
手
に
種
々

の
物
流
が
掌
擾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
愛
想
か
ら
、
貨
幣
夜
行
を
は

じ
め
と
し
て
穀
物
の
地
域
開
移
動
ま
で
統
制
し
よ
う
と
す
る
経
済
政
策
が
展
開

さ
れ
、
そ
れ
が
権
力
に
依
存
す
る
形
で
の
物
流
を
展
開
さ
せ
つ
つ
非
権
力
的
な

商
業
を
盤
迫
し
た
と
見
る
考
え
で
あ
る
(
盟
家
の
政
策
で
は
な
く
、
支
配
階
層

の
一
部
で
あ
る
地
方
雨
班
の
自
給
自
足
的
な
生
活
様
式
に
原
因
を
求
め
る
考
え

も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
同
意
で
き
な
い
〉
。

今
回
の
報
告
で
は
、
「
利
権
在
上
」
論
を
め
ぐ
っ
て
、
朝
鮮
初
期
の
経
済
構

想
を
素
描
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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明
代
の
考
察
制
度
は
考
満
と
併
存
し
、
太
租
の
創
設
し
た
朝
観
を
伴
う
人

治
・
徳
治
的
評
債
を
基
本
的
特
徴
と
す
る
俸
統
的
考
課
法
で
あ
り
、
謂
わ
ゆ
る

脱
人
格
的
な
考
成
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
朝
観
考
察
制
度
(
察

典
)
は
、
太
租
の
時
弊
懲
治
策
、
特
に
貧
官
汚
吏
の
限
度
を
越
え
た
搾
取
か
ら

小
農
民
の
再
生
産
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
官
吏
懲
治
法
(
大
明
律
J
到
任
須
知

三
十
一
僚
に
至
る
巌
刑
酷
法
、
懲
治
貧
汚
)
の
考
課
面
で
の
新
た
な
創
建
で
あ

っ
た
。
地
方
官
の
考
課
を
三
年
毎
の
朝
廷
へ
の
朝
間
酬
と
併
せ
て
、
一
斉
集
圏
的

に
寅
施
す
る
本
制
度
も
、
考
満
同
様
に
守
(
操
守
H
官
員
の
財
貨
欲
に
制
到
底
す

る
倫
理
道
徳
的
資
質
〉
、
政
(
一
定
期
関
内
の
行
政
上
の
治
績
〉
、
才
(
裁
量
行

政
へ
の
公
務
劉
庭
能
力
〉
、
年
、
心
、
貌
な
ど
と
い
っ
た
主
に
官
員
の
人
格
や

道
徳
的
資
質
を
問
う
評
債
の
基
準
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
等
級
の
組

合
せ
か
ら
成
る
庭
罰
的
考
語
の
項
目
H
H
八
法
(
貧
・
不
謹
・
罷
軟
・
不
及
・
浮

操
な
ど
の
五
法
が
主
強
)
に
封
態
し
た
庭
分
の
項
目
(
篤
民
・
閑
住
・
降
調
)

は
、
身
分
剥
奪
か
ら
左
遷
に
至
る
謂
わ
ば
太
租
の
貧
官
退
治
法
の
延
長
線
上
に

あ
り
、
考
痛
の
庭
分
(
務
職
H
H
昇
等
、
卒
常
H
留
任
、
不
稽
職
H
降
等
〉
よ
り

も
厳
重
で
あ
り
、
且
つ
考
准
仰
を
無
力
化
し
て
い
た
。
だ
が
、
右
の
五
法
の
う

ち
、
貧
を
除
く
四
考
自
の
出
現
は
、
食
官
の
顕
在
化
に
謄
じ
た
官
界
追
放
庭
分

か
ら
の
回
避
を
企
園
し
た
便
法
で
も
あ
り
、
制
度
の
形
骸
化
を
意
味
し
て
い

た
。
今
回
は
、
こ
の
考
察
と
連
動
し
た
地
方
官
の
朝
銀
過
程
で
の
諸
矛
盾
(
中

央
官
へ
の
贈
賄
等
々
)
が
生
む
腐
敗
の
諸
問
題
を
地
方
の
側
よ
り
二
、
三
指
摘

-103ー



496 

〆動-、。

唱

t
L
ゆ
れ

B
V

ウ
イ
グ

ル
併
数
馬
木
に
関
す
る
年
代
論

|

|
八
陽
経
と
板
一
音
経
|
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喜一吋

典

田

ウ
イ
グ
ル
文
「
八
陽
経
」
は
漢
語
俄
経
の
翻
謬
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え

ば
、
「
皆
口
常
之
設
其
普
語
善
法
常
碍
問
成
聖
道
設
其
邪
語
悪
法

常
縛
間
堕
地
獄
」
(
観
智
木
)
と
あ
る
の
に
制
到
し
て
、
ウ
イ
グ
ル
文
の
邦
誇

を
示
す
と
、
「
(
前
略
)
、
も
し
こ
れ
を
理
解
せ
ず
し
て
全
く
這
う
も
の
に
と
れ

ば
、
あ
る
い
は
悪
業
に
追
従
し
、
邪
と
正
と
、
善
と
窓
と
、
二
種
の
行
震
を
な

せ
ば
、
そ
の
人
は
、
こ
の
世
界
に
流
縛
す
る
。
あ
る
い
は
、
上
方
の
輝
け
る
諸

天
(
紳
〉
の
地
に
お

い
て
歓
喜
す
る
。
あ
る
い
は
、
下
方
の
三
悪
道
へ
入
り
苦

悩
す
る
」
と
あ
る
。
す
こ
ぶ
る
袋
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
襲
容
が
イ
ラ
ン
的
死

後
の
世
界
を
表
象
す
る
か
に
み
え
る
こ
と
は
い
ぜ
ん
に
論
じ
た
(
『
東
方
皐
』

五
五
、
一
九
七
八
三
こ
こ
で
は
ウ
イ
グ
ル
文
は
、
い
っ
、
ど
こ
で
翻
誇
さ
れ

た
か
に
つ
い
て
、
ウ
イ
グ
ル
篤
本
と
漢
語
本
ほ
か
と
の
劉
比
か
ら
考
え
て
み
た

、U
昨
年
『
東
方
皐
論
集
』
に
渡
表
さ
れ
た
木
村
清
孝
氏
の
論
考
は
中
園
に
お
け

る
儒
経
「
八
陽
綴
」
の
思
想
的
成
立
事
情
に
開
設
し
て
意
義
深
い
。
た
だ
僑
経

の
字
句
の
出
現
遷
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
。
大
部
分
の
漢
語
「
八
陽
経
」
の
敦

燈
篤
本
は
波
生
的
措
変
化
を
へ
た
も
の
で
、
績
蔵
本
は
後
世
の
校
訂
を
取
り
入
れ

て
い
る
に
し
て
も
、
む
し
ろ
原
本
の
字
句
を
保
持
し
、
八
世
紀
に
我
が
園
に
惇

え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
も
の
に
遡
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

ウ
イ
グ
ル
翻
謬
経
典
の
成
立
時
期
を
考
え
る
上
で
重
要
な
観
黙
と
な
る
。
八
陽

経
と
観
音
経
の
ウ
イ
グ
ル
鷹
木
は
そ
れ
ぞ
れ
初
誇
と
改
誇
の
二
種
に
大
別
さ

れ
、
前
者
は
ソ
グ
ド
的
要
素
を
保
持
し
て
初
期
の
ウ
イ
グ
ル
傍
数
篤
本
を
代
表

し
う
る
、
も
の
で
あ
る
。
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